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当社は、TCFD＊の推奨する開示項目に合わせ、本業である「生命保険事
業」、機関投資家としての「資産運用」の両面で情報開示の充実を図るととも
に、気候変動に関する取組みをより一層推進してまいります。

生命保険契約は保険期間が長期にわたることから、地球温暖化に伴う平均気温の上昇や異常上昇の激甚化が中長
期的に人の健康に影響を与え、死亡等の発生率が変化し、損失を被るリスクを物理的リスクとして認識しています。

当該リスクをエマージングリスクとして認識し、グループ内での緊密な連携体制の維持・把握による当社および業
界への影響分析・把握や対応策の共有を行うなど、適切な対応策の実施に取り組み、リスクの低減に努めています。

また、当社事業に支障をきたす大災害リスクへの対応として、ストレステストにより保険金支払の損失や金融市場
悪化の影響度の見積もりを実施のうえ、事業継続計画の充実、バックアップセンターの確保、防災訓練による危機
時対応への習熟などに取り組んでいます。

（生命保険事業領域）

TCFD提言の中核的要素 主な取組状況

ガバナンス ・ サステナビリティ経営推進会議で、サステナビリティ経営に係る課題について取組状況の PDCA を
実施し、経営会議・取締役会に報告

戦略およびリスク管理 ・事業活動領域においてシナリオ分析を実施し、気候変動による影響の評価を実施
・統合的なリスク管理を実施

指標と目標 ・事業活動領域・資産運用領域ともに、2050年度ネットゼロ目標および2030年度 中間目標を設定

当社は、「サステナビリティ経営基本方針」に基づき、環境問題が地球規模かつ次世代以降にわたる重要な課題で
あることを強く認識し、環境保護に配慮した経営を推進しています。

また、経営会議の諮問機関である「サステナビリティ経営推進会議」では、気候変動への対応を含むサステナビ
リティ経営に係る課題について取組状況の PDCA を行っており、経営会議・取締役会に内容を報告しています。

当社では、気候変動によって当社事業へもたらされる影響を「生命保険事業」「資産運用」の両面で認識し、気候
変動リスクを含むさまざまなリスクが全体として会社に及ぼす影響を統合的に管理する観点から、統合的リスク管
理※1を実施しています。
※1 リスク管理の詳細については P61をご覧ください。

＊ TCFD は金融安定理事会により設置。当社は2019年12月に TCFD 提言に賛同。

気候変動への取組み

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への対応

ガバナンス

戦略およびリスク管理
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● シナリオ分析
気候変動が当社の事業に与える影響について、外部機関が公表している複数のシナリオにて分析を行っていま

す。事業活動領域は主に IPCC シナリオ※2を使用しています。
【シナリオ分析にて使用するシナリオ】

RCP8.5 2100年における温室効果ガス排出量の最大排出量に相当するシナリオ

RCP2.6 気温上昇を2℃以下に抑えるという目標のもとに、開発された排出量の最も低いシナリオ

※2 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が設定するシナリオを示します。RCP8.5シナリオは、21世紀末（2081-2100年）の世界の平均気
温が、産業革命以前と比べて3.2～5.4℃上昇する可能性が高いことから、「4℃上昇シナリオ」と定義しています。一方、RCP2.6シナリオ
は、21世紀末（2081-2100年）の世界の平均気温が、産業革命以前と比べて0.9～2.3℃上昇する可能性が高いことから、「2℃上昇シナリ
オ」と定義しています。

【水害犠牲者（洪水・土砂）の増加に伴うシナリオ分析結果】
気候変動が当社の事業に与える影響を分析するなかで、2023年度は日本生命とともに水害犠牲者（洪水・土砂）

の増加に伴う当社の死亡保険金額への影響を試算しました。日本における台風・降水量の増加に伴い、洪水が発生
する確率の高まりと、発生した場合の雨量の増加等をもとに、犠牲者数とそれに伴う影響額について分析しました。
「2℃上昇シナリオ」の場合は、現在と比べて犠牲者数はほぼ横ばいであるのに対し、「4℃上昇シナリオ」の場合は、

犠牲者数が約2倍となる計算結果が得られました。
今後は分析対象を広げるなど、開示内容の高度化を目指してまいります。

【シナリオ分析結果（数値は概算）】※3

使用シナリオ 2℃（RCP2.6シナリオ参照） 4℃（RCP8.5シナリオ参照）

犠牲者数の増加割合 約 1.1 倍 約 2.1 倍

財務影響額 0.03 億円程度 0.17 億円程度

※3 日本生命にて、日本気象協会の協力を得て、将来気候予測データを分析し、洪水・土砂に関する災害被害者の将来変化を推計しています。
それに伴う日本生命と当社の保険収支への影響を評価した結果のうち、当社分のみ掲載を行っています。（犠牲者数の増加割合と財務影響額
については、2051～2100年における各シナリオに伴う平均の結果を記載。犠牲者数の増加割合は洪水、財務影響額は洪水・土砂両方の
影響を記載。）

気候変動は、生命保険事業に対し、さまざまな影響を及ぼすと想定されます。引き続き、日本生命と連携を図りな
がら、気候変動が当社の生命保険事業に与える影響分析の高度化を進めるとともに、分析結果の開示や当該リスク
への適切な対応策の検討・実施に向けて取り組んでまいります。
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当社では保険契約に合わせた中長期的な投融資を行っています。これに関して、気候変動によるリスクと機会が
中長期の時間軸でもたらされる可能性があると認識しています。すなわち、投融資先が物理的な被害を受けるリス
クや低炭素社会への移行に伴い価値が毀損するリスクがある一方で、投融資先の低炭素関連の技術革新等による
競争力向上やサステナブルファイナンスに対する投融資機会の増加につながるものと考えています。そのため、「ESG
投融資に対する基本的な考え方」を策定し、持続可能な社会への移行と運用収益の確保を目指すなかで、気候変動
に関連するリスクと機会の観点も投資判断に組み込み、環境・社会・ガバナンスの課題を考慮した資産運用を行っ
ています。同時に、石炭、石油・ガス関連などで気候変動への影響が大きい事業への新規投融資については、国内
外問わず取り組まない方針としています。

また、気候変動関連対話※4の実践により、投融資先の前向きな取組みを後押しすることで、投融資先の企業価値
向上と資産運用ポートフォリオの気候変動リスクの低減を図ってまいります。
※4　投融資先企業との対話において、気候変動に関する経営の取組姿勢や CO2排出量の確認をするとともに、排出量開示に向けた働きかけに

も取り組んでいきます。

（資産運用領域）

当社は、気候変動問題の解決に向けて、以下のとおり、事業活動領域および資産運用領域において、CO2 排出
量削減目標を設定しています。各領域とも2050年度ネットゼロ、2030年度中間目標を設定し、排出量削減に向
けた取組みを進めていきます。

2023年度の事業活動に伴うCO2 排出量は、約2.4万ｔとなり、基準年である2013年度からの削減率は、△35％
となっています（大樹生命単体における集計値）。なお、2024年度より、保険事務の集約拠点である事務センター（千
葉県柏市）の使用電力すべてを、グリーン電力へ切り替えています。今後も、節電取組み、紙使用量の削減などに
より、着実に CO2 排出量を削減してまいります。

2021年度の資産運用ポートフォリオにおける CO2 総排出量は、約80万ｔ（基準年である2010年度からの削減
率は△37％）、インテンシティは約77t/ 億円（基準年である2020年度からの削減率は△22％）となっています。
今後も、投融資先との対話を通じ気候変動への取組みを後押しし、資産運用ポートフォリオにおける排出量削減に
取り組んでまいります。

【自社排出量削減目標】2030年度：△51％以上削減（基準年は2013年度）　2050年度：ネットゼロ

【資産運用ポートフォリオにおけるCO2排出量削減目標】

※計測対象は、内外上場株式、内外社債

2030年度 2050年度

【総排出量】 △45％以上削減（基準年は2010年度）
ネットゼロ

【インテンシティ】 △49％以上削減（基準年は2020年度）
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※インテンシティ：ポートフォリオ１単位当たりの CO2 排出量

指標と目標




